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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

近年の災害復旧事業決定箇所数及び決定額 参考：国土交通省
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

近年の日本各地での地震、豪雨、台風による被害の発生

大規模自然災害から復旧・復興工事における安全衛生確保

東日本大地震等に係る復旧・復興工事の安全衛生確保支援事業
（岩手・宮城・福島・熊本）

自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

事業対象

○自然災害からの復旧・復興工事に従事する中小事業者及びその労働者

○自然災害に対する防災工事・設備工事等を行う工事従事者

実施支部での主な業務内容

○事業の周知、広報（HP、会報、連絡会議）

○安全衛生に関する相談・問合せ窓口の開設（支部支援センター）
(本事業への相談窓口)

○安全衛生情報の提供（配布やHPなど）

○本事業の事業運営業務
・現場巡回指導
・安全衛生教育
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

事業内容

①現場巡回指導
本事業において委嘱した指導員

が復旧・復興工事現場を訪問し、
助言・指導といったアドバイスを
行う

②安全衛生教育
１）基礎的な安全衛生教育
２）管理監督者等に対する安全

衛生教育
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7



自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

現場巡回指導

「パトロールチェックシート」
「ワンポイント安全衛生教育」
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

安全衛生教育 「基礎的な安全衛生教育」

対象者

①建設業の基礎的な安全衛生教育を必要と
される方

②建設業以外の業種から参入された方

時間 1時間３０分程度

内容

・建設現場とは
・建設現場の仕事と安全衛生
・労働災害とその防止対策
・安全衛生保護具等の取り扱い
・ワンポイント安全衛生教育

実施方法：訪問により実施（※要相談）

教 材：当日テキスト配布
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

安全衛生教育 「管理監督者等に対する安全衛生教育」

対象者
建設業（総合工事業・専門工事）の
店社及び現場において、安全衛生の
管理監督的立場におられる方など

時間 ２時間００分程度

内容

・統括安全衛生管理とは
・管理監督者等の役割と職務
・事業者責任
・ＰＤＣＡサイクル
・リスクアセスメント

実施方法：訪問により実施（※要相談）

教 材：当日テキスト配布
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

今後の事業推進について

◇本事業に関する周知及び協力について

①埼玉労働局・各監督署、建設工事発注者、建設工事施工者団体への事業周知並び事業実施
への協力のお願い

②当支部会員事業場並びに県内対象建設事業場への事業周知並びにパトロール・安全衛生教
育への協力のお願い

◇事業実施への協力について

①現場巡回指導の対象となるパトロール現場のご紹介

②安全衛生教育について実施等

事業実施期間 令和４年４月１日～令和５年２月末まで
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自然災害からの復旧 ・ 復興工事安全衛生確保支援事業

お問合せ先

建設業労働災害防止協会 埼玉県支部
（埼玉支援センター）

〒336-0031
埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１－７
埼玉建産連会館３階

TEL：048-862-2542 FAX：048-862-9764

自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援
事業担当までご連絡ください

建設業労働災害防止協会埼玉県支部
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